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都留市公共施設等総合管理計画より

② 社会教育系施設
〇 都留市尾県郷土資料館 ・山梨県の指定有形文化財となっていますが、明治 10（1877）年の建築で、
令和元（2019） 年度に実施した耐震補強検討調査では、「補修・補強をする必要がある」と記載。
〇 都留市商家資料館 ・本市の指定有形文化財となっていますが、大正 10（1921）年の建築で、令
和元（2019）年 度に実施した耐震補強検討調査では、「補修・補強をする必要がある」と記載。

◆基本方針（該当箇所）
・都留市尾県郷土資料館、都留市商家資料館については、文化財に指定されており一般的な耐震基準
とは異なりますが、建物の老朽化が進んでいることから、耐震補強や改修に向けて、工法等の検討を
進めていくものとしている。

○施設整備方針における商家資料館の位置づけ 資料１
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○都留市商家資料館のこれまでの動き

令和１年度

・耐震診断の実施

・耐震補強検討報告書作成

令和４年度

・調査業務におけ
るクラウドファン
ディング実施

令和５年度

・改修整備計画の
作成

令和６年度以降

・今後の方向性
の検討

• 商家資料館（旧仁科家住宅）主屋は近年各所に傷みが出ており全体的な修理が必要であると同時に、公開施
設として耐震補強も喫緊の課題である。また前面道路がかなり交通量が多くあるにもかかわらず道幅が狭く
歩車分離がなされていないこと、かつ非常時の緊急輸送道路にも指定されていることから、抜本的な対策が
求められているところである。その対策として主屋を約２メートル後退させること（曳家）を目指す。

• 耐震診断については、すでに令和１年度に診断と補強の検討がなされているが、その結果も踏まえて総合的
な安全強化改修計画を作成する。

• 一方、これまでも市の公開施設（商家資料館）として活用を図ってきているが、近年指定文化財建造物にお
いても積極的な活用が求められているところであり、敷地奥の空きスペースを利用して、利活用に必要な設
備等を整備する。かつて土蔵など付属屋が続いていた形を踏襲して、渡り廊下を介して増築棟を新設し、便
所・厨房・控室を設け、喫茶等の営業にも対応できるようにする。

• ⇒令和５年度に都留市商家資料館（旧仁科家住宅）改修整備計画を作成した。

 工程及び概算費用
 設計（期間：単年） 11,352千円
 工事（期間：２か年）１年目：主屋保存修理工事／概算140,600千円

２年目：増築棟工事／概算25,200千円

 その他進捗について
• 商家資料館改修プロジェクトのため、ふるさと納税制度を活用したクラウドファンディング事業を令和４年

度から実施した。達成状況としては市民寄附：227,641円、クラウドファンディング：209,000円。
• 策定計画の報告として、企画推進局会議を実施したところ、推進局会議委員より、改修計画におけるメルク

マールの提示が指示されることとなった。とりわけ当施設が現行の活用のみならず、周辺地域を巻き込む
「まちづくり拠点」となるような想定案等の検討が必要との意見であった。

• 現状、令和６年度予算計上（内示ベース）にはならず、市長より「整備計画案をもとに、早期に今後の施設
の方向性を決定すること」指示があった。

資料１
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○都留市商家資料館の現状報告①
令和１年度・耐震診断の実施

・耐震補強検討報告書作成

○耐震診断の実施
• 一般住宅と同等の規模であり精密診断法に近い配慮を行う事で上

部構造の診断結果として概ね同様の範囲と判断し「一般診断/精
算法」による診断を採用。

• 必要耐力や建物重量などの算出は精密診断法と同じ仮定荷重から
可能であり、また、偏心率・剛性率は壁基準耐力による検討とな
るが、耐力要素（土壁）の高さ比低減および柱頭柱脚接合仕様の
使い分けも考慮しての精密診断法に沿った上位の考え方を取入れ
る事により診断結果との相違は少ないものと判断。

• 南側、北側の隅が廊下に接続しているが接続部が主屋の長辺に対
して12分の一以下と小さく、接続部の縁側部分の構造が調査によ
り垂木だけで桁が接続されていることから廊下から接続している
建物の水平面剛性は伝達しないと考え、耐震診断に影響しないと
判断し別棟として主屋を診断対象とする。

• 外壁の土壁（柱外面から外側）は安全側にとり仕上げ材と考え耐
力要素と考える土壁は内部部分の厚さを塗厚として採用した。

• 2階は桁が出し桁となっていて、軒裏に土が塗られてあり、重量
が重いので診断上出し桁位置まで床面積に加えて診断した。

⇒判定 倒壊の可能性が高い。

○耐震補強検討報告書作成

• １階X方向（横方面）の稀に起こる地震（数十年に一度）時の層間変位角が目標
の1/120を超えているが、極稀に起こる地震（500年に一度程度）時の層間変位
角は、安全限界の1/15を超えており危険である。

• １階Y方向（縦方面）は左右のバランスが悪いため、「い通り」の壁補強が必要。
• 両方向の数値が同レベルになる補強が効果的。

資料１



○都留市商家資料館の現状報告②

現況と破損状況
 基礎
• 外周部に２～４段に石を積み、その上に土台が伏せられている。また床を支える主要な束石は円錐状のコンクリートの上に
• 石が２段乗せられた状態である。
• 床下は高さが最大1.1ｍほどあるが、有効な換気口等がないため湿気を感じる。
• 南東の角と南西の角においては外部からの雨水の進入と思われる土間の湿りが見られた。
 軸部
• 軸部の不同沈下は西側、北側が南東側に比べ沈下量が大きく、1階西側で最大63ｍｍの沈みを確認した。
• 傾きについては全体に北側に傾斜傾向が見られ、最大1/83（柱脚～柱頭間で45ｍｍの傾き）を確認した。
• 床下木部の蟻害は確認されなかったが、外周部は大壁の為に確認はできていない。
 小屋組・軒・野地
• 過去の雨漏りに起因すると思われる軒先木材の腐朽が南と北側の各1箇所あり、共にその程度は著しい。
• 小屋貫の楔は全体的に緩んでいる。
• 軒先周りには補強用の丸鋼が設置されている。
• 荒野地板は近年の屋根葺き替えの際に、新材野地板を重ね張りしている。
 屋根
• 近年に屋根全面の瓦が葺き替えられており、現状で雨漏りは確認されていない。
• 既存便所棟と、連続する南側縁側上部の屋根は緩勾配のトタン瓦棒葺きで、塗膜の剥離が著しい。
• 便所棟入口切妻屋根と渡り廊下屋根との接続部の屋根トタンの劣化が著しい。
• 南縁側と便所棟との接続部屋根が谷になっており、且つ雨といが集中しているため、大雨時にといが処理できずにオーバーフ

ローして外壁に雨が回っている状況。
 床
• １階南側縁側の東端部の床に沈みを確認した。また、客間・仏間の一部の床板が腐朽しており、且つ虫穴が多数確認できる。
• １階の土間はコンクリートで、多数の割れが生じている。
 壁
• 主要な壁は在来による土壁である。但し一部の壁の下端は土台等の横架材に達していない個所もある。
• 西側の外壁も土壁ではあるが、損傷が大きく、一部は合板下地が張られた上に全面を鋼板で覆われており、当初の外壁仕様は
確認できていない。

• 仏間の間仕切壁は床下からの目視で、木ズリ下地であることを確認。
• ２階の一部の間仕切壁は石膏ボードの下地に改修されている。
 天井
• 過去の雨漏りの痕跡の染みが、1階南側縁側、土間西側廊下、2階各所に見られ、特に1階南側縁側天井板の傷みが大きい。
 建具
• 全体的に経年による劣化が見られ、襖紙の破れ、障子組子の欠損、腰板の割れ等が見られる。
また、建付不良個所が多く、特に2階北側雨戸は動かすことが出来ない。

令和５年度

・改修整備計画より抜粋

資料１
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○都留市商家資料館の現状報告③
工事の目的と方針
（１）工事の目的
工事の目的は、耐震補強補を主目的とし、経年による損傷個所の修理も合わせて行う。
また、前面の国道139号線は交通量が多く、且つ緊急輸送道路にも指定されているが、現状では建物との間隔が狭く危険なので、
前面道路から見て現状より2.0ｍ後退させる。

（２）工事の方針
文化財建造物の改修工事は現状変更行為となり、文化財的価値を損なうことは極力避けた工事を行ない、保存・維持に支障が
ないようにして後世に伝えることを最優先とする。

保存修理工事の概要
（１）曳家工事
a.主屋本体を後方に2.0ｍ移動させる。
b.移動後に基礎新設のために、作業に支障のない高さまで揚屋を行い、基礎完了後に下げ込み・定着を行う。
c.上記の工事を行うために主屋1階床・壁、便所棟、南側旧渡り廊下を一時解体する。

（２）構造補強工事
a.組積造の既存基礎を解体し、新たに鉄筋コンクリートベタ基礎を設置する。
b.柱の引き抜きを防ぐためにアンカーボルトや補強金物を設置する。
c.土壁による耐震壁を復旧する。
d.柱脚部、柱頭部に制震金物を設置する。
e.小屋組みの貫・楔の不良個所の修理をおこなう。
f.水平剛性を高めるために火打梁で補強する。

（３）損傷修理・その他工事
外部
a.傷みの激しく現状でトタンで覆われた軒天井、破風板、西側外壁等を修復する。
b.東面外壁の生子壁の修復をおこなう。
c.東西方向の敷地境界に対して屋根が越境していないかを確認し、越境している場合は屋根ケラバを改修する。
d.べた基礎立上り部の外周部には、既存石を薄く切ったものを全面に貼る。
内部
a.現況仕様に倣い床、壁、天井を復旧する。
b.建具全般の金物等の破損個所の修理、建付け調整をおこなう。
c.2階の南・北面は全面障子戸が設置されているが、気密・断熱目的でガラス戸を設置する。
d.電気設備機器・配線等は全て改修する。
e.2階の利活用を目的に、空調設備（エアコン）を新設する。

（４）復旧・増築工事
a.曳家工事に伴い一時解体した便所棟部の中庭周りを復旧する。
b.南西側に新たにトイレ・厨房・控室機能を備えた建物を増築する。

令和５年度

・改修整備計画より抜粋

資料１
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○都留市商家資料館の現状報告④-１

現況について

令和５年度

・改修整備計画より抜粋

資料１
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○都留市商家資料館の現状報告④-２

現況について

令和５年度

・改修整備計画より抜粋

資料１
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○都留市商家資料館の現状報告⑤

曳家・改修の段階イメージ

令和５年度

・改修整備計画より抜粋

資料１

9



○都留市商家資料館の現状報告⑤-１

曳家・改修後の設計イメージ

令和５年度

・改修整備計画より抜粋

資料１
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○都留市商家資料館の現状報告⑤-２

曳家・改修後の設計イメージ

令和５年度

・改修整備計画より抜粋

資料１
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○都留市商家資料館の現状報告⑤-３

曳家・改修後の設計イメージ

令和５年度

・改修整備計画より抜粋

資料１
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○都留市商家資料館の現状報告⑤-４

活用案

令和５年度

・改修整備計画より抜粋

資料１
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○都留市商家資料館の現状報告⑥

曳家・改修工事工程イメージ

令和５年度

・改修整備計画より抜粋

資料１
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○都市計画マスタープランにおける商家資料館（等）活用の位置づけ 【参考】

• 都市計画マスタープラン：都市計画法第18条の2に規定する「都市計画に関する基本的な方針」として、土地の利用の仕方、道
路・公園・下水道などの公共施設の整備、美しいまちなみの形成、防災などについて、長期的な観点から将来目指すべき都市の
姿を描き、その実現に向けたまちづくりの方針。

• まちづくりの課題や社会情勢、市民からの提案・意見を参考に、都市づくりの基本理念を「住みよい市街地と自然が響き合い、
文化がつなぐ人にやさしいまち」とし、本市においてポイントとなる「生活面」、「産業面」、「防災・防犯面」、「環境面」、
「文化面」、「福祉面」の6つの視点で目指すべき都市像を設定。

商家資料館については、
「歴史・文化・自然資
源を活用した環境整
備」において、有効に
活用する方策を検討し、
地域で身近に人々が集
まり、活動できる場を
創っていきます」と位
置付けている。

都留市都市計画マスタープラン（令和４年改定）より

資料１
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○都市計画マスタープランにおける商家資料館（等）活用の位置づけ【参考】

また、景観整備の方針においては、「歴史・文化的な遺産を保全」「地域に対する愛着や誇りを一層高められる
ような景観整備」を行うとともに、「都留市が保有する資源や蓄積された歴史・文化等を積極的に活用した、特
徴ある景観形成」を目指すものとしている。

都留市都市計画マスタープラン（令和４年改定）より

資料１
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○都市計画マスタープランにおける商家資料館（等）活用の位置づけ【参考】

都留市都市計画マスタープラン（令和４年改定）より

資料１
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○都市計画マスタープランにおける商家資料館（等）活用の位置づけ【参考】 都留市都市計画マスタープラン（令和４年改定）より
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○都市計画マスタープランにおける商家資料館（等）活用の位置づけ【参考】

都留市都市計画マスタープラン（令和４年改定）より

資料１
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○景観計画における商家資料館活用の位置づけ【参考】

都留市景観計画（令和２年策定）より

• 「都留市景観計画」は、平成16年6月に制定された「景観法」に基づき、良好な景観の保全・形成を図るために策定。
• 市全域を景観計画区域とし、本市の景観形成に関する基本的な考え方や方針、基準等を明らかにし、都留市らしい景観形成を総

合的かつ計画的に推進するため、市民、事業者、行政等の協働の指針として役割を果たし、良好な景観まちづくりの実現を図る
ことを目的とする。

【景観まちづくりの目標】
• 景観の基調をなす細やかな地形構造を尊重し、継承します。
• 固有の風景資産を活かし、多彩な表情が共鳴する魅力ある景観を育みます。
• 郷土景観の誇りを育み、交流・活性化の好循環に結びつく景観を創出します。
• 景観を次代に引き継ぐ共感と協働による景観まちづくりを目指します。

景観計画において商家
資料館は「単に歴史文
化的な価値に止まらず、
地域の個性や成り立ち
を知り景観に時間的な
奥行きという価値を与
える重要な景観資源」
として位置付けている。

資料１
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○景観計画における商家資料館活用の位置づけ【参考】

• あわせて、「歴史文化が息づく景観を顕在化し、活かす」目的として、商家資料館などの歴史的建造物につ
いては「適切な維持・保存」のもと、「観光や景観まちづくりへの活用」を図るものとしている。

• 計画には主な取り組みとして、個別に提示されている。

都留市景観計画（令和２年策定）より

資料１
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○都留市商家資料館の今後の方向性について 【検討課題】

 令和５年度に作成した整備計画を踏まえて議論を深め、令和７年度予算編成
までに整備計画を機関決定することを目指す。

検討事項
 活用策の検討・決定
• 商家資料館の持続可能な運営体制の構築
• 資料館としての位置づけから、周辺地域のコミュニティ創造や市外利用者の増加につながる「まちづくり拠

点」化としての有効策の検討
• 商家資料館の歴史性や文化性を活かした活用方法の検討
⇒古民家カフェ、甲斐絹に係るグッズ販売など

• 地域内企業やまちづくり法人等を巻き込んだ活用方法
⇒シェアオフィス、ワークスペース、イベント会場など

 施設整備内容の検討
• 平時・災害時の両側面における改修方法の方向性について
⇒能登地震災害などの現状を踏まえ、現行計画以外に必要な改修や整備があるか（瓦等）

• 現状維持を前提としつつ、活用の目的に即した、室内環境の整備
⇒活用策に基づく環境整備や充実化

 資金調達方法の検討
• クラウドファンディング等の外部資金調達方法について
• 曳家と耐震改修のみに止まらない整備や、それに伴う外部団体の参画が可能な場合、地方創生拠点整備交付

金などの活用も可能か

 その他
• 文化財保存活用地域計画への盛り込み（令和９年度～運用予定）
⇒活用方針内容を記載

令和６年度以降

・今後の方向性の検討

• 他地域の事例収集
• 委員会などにおける意見収集

資料１
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